
 
 

三次市教育委員会告示第２５号 

 

 三次市臨時的任用教員に関する要綱の一部を改正する告示 新旧対照表 

改 正 後 現 行 

（賃金等） （賃金等） 

第４条 略 第４条 略 

２～４ 略 ２～４ 略 

５ 前項の手当は，業務に従事し

た日１日につき，次の各号に掲 

５ 前項の手当は，業務に従事し

た日１日につき，次の各号に掲 

 げる業務の区分に応じ，当該各

号に定める額とする。 

 げる業務の区分に応じ，当該各

号に定める額とする。 

⑴ 前項第１号アに掲げる業務 

   ８，０００円（被害が特に甚 

  大であると教育委員会が認める 

⑴ 前項第１号アに掲げる業務 

  ６，４００円（被害が特に

甚大であると教育委員会が認 

  非常災害の際に，心身に著しい負 

  担を与えると教育委員会が認め 

  る業務に従事した場合にあって 

 める非常災害の際に，心身に

著しい負担を与えると教育委

員会が認める業務に従事した 

 は，８，０００円に１００分の

２００を乗じて得た額）    

       

 場合にあっては，６，４００

円に１００分の２００を乗じ

て得た額） 

⑵ 前項第１号イ及びウに掲げ

る業務 ７，５００円 

⑵ 前項第１号イ及びウに掲げ

る業務 ６，０００円 

⑶ 前項第２号及び第３号に掲

げる業務 ４，２５０円 

⑶ 前項第２号及び第３号に掲

げる業務 ３，４００円 

⑷ 前項第４号に掲げる業務 

 ３，０００円 

⑷ 前項第４号に掲げる業務 

 ２，４００円 

６～１１ 略 ６～１１ 略 

 


